
第６回「近畿における稲作（規模拡大）」
（2015年農林業センサスミニ分析）

○ 近畿における水稲作付経営体数は９万3,771経営体で、小規模な経営体の離農等により10
年間で３万1,200経営体（25％）減少。

○ 一方、意欲のある農家や組織経営体は、離農等に伴って貸し出された田耕地を借り受け、
稲作を大規模化。

○ 水稲作付面積規模別で５年前と比較すると、３ha以上の各階層で大きく増加しており、
経営体数は542（19％）増加、水稲作付面積では6,287ha（30％）の増加。
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注:１ 経営統計の面積区分は、水田作の作付延べ面積による。

１ が増加

近畿農政局統計部

１ 小規模な水稲作付経営体が減少する一方、３ha以上の階層で規模拡大が進展

近畿農政局統計部

水稲作付経営体数の増減 水稲作付面積の増減

参考：水稲作付農家数と農業所得水稲作付経営体数の推移
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注：２ 農林業センサスは平成27年、経営統計は平成26年の結果。

6,287ha増加

注：近畿農政局統計部による組替集計（以下、「10ha以上の水稲作付面積割合（都道府県別）」まで同じ。）。

単位：戸 単位：万円

割合(％) 年金等 農業所得

0.5ha未満 47,284 51.2 363 237 ▲ 15 

0.5～１ 30,764 33.3 415 230 ▲ 10 

１～２ 9,822 10.6 399 231 12 

２～３ 1,880 2.0 462 235 34 

３～５ 1,387 1.5 430 142 113 

５～７ 428 110 181 

７～10 542 127 340 

10～15 212 0.2 622 80 440 

15～20 809 87 598 

20ha以上 1,273 92 1,080 

区分

830 0.9

160 0.2

農林業センサス 経営統計（都府県）
農家

総所得
水稲作付
農家数

▲19.8

（万経営体）
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○ 水稲作付面積規模別の面積割合は、３ha以上の経営体が34％で、10年間で17ポイント上
昇。

このうち、10ha以上の割合は17％で、10年間で10ポイント上昇。
○ 10ha以上の水稲作付面積の推移をみると、家族経営体は6,050haで10年間で1.7倍に増加。

このうち、経営者が50歳未満の経営体の面積が33％を占める。
また、組織経営体は7,718haで、会社や農事組合法人の数の増加や規模拡大により10年間

で3.5倍に増加。

２ 10ha以上の組織経営体の水稲作付面積が、10年間で3.5倍に増加

水稲作付面積規模別の面積割合

10ha以上の水稲作付面積の推移
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注：図中の（ ）は、10ha以上の面積割合。
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○ 水稲作付面積が10ha以上の経営体の面積割合は、近畿平均の17％に対して滋賀県が31％
で最も高く、集落営農組織の規模拡大等により、５年間で８ポイント上昇。次いで兵庫県
が11％で４ポイント、京都府が10％で４ポイント、それぞれ上昇。

○ 市町村別にみると、滋賀県彦根市が53％で最も高く、次いで兵庫県上郡町49％、滋賀県
米原市44％の順。

３ 10ha以上の経営体の水稲作付面積割合は滋賀県が最も高く、31％

兵庫

和歌山 奈良

京都10ha以上の水稲作付面積割合（市町村別マップ・平成27年）
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10ha以上の水稲作付面積割合（上位10市町村）
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注： 他の市町村への水稲の出
作面積は、居住地の市町村

の作付面積として計上され
ている。

注：上位10市町村には、水稲作付面積が10ha以上の経営体数が５経営体以下の市町村を含めていない。

（参考）

1,935 

3,213 

0

4,000

0

5

10

15

平成22年 27

（％）

面積(ha)

割合



1
2
3
4
5

10

平成27年

全国順位

0

10

20

30

40

50

60

70

10ha以上の水稲作付面積割合（都道府県別）

参考（全国）10ha以上の経営体の水稲作付面積割合は滋賀県が全国第８位

お問合わせ先：統計部統計企画課 電話０７５－４１４－９６２０

平成22年
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（％）

○ 水稲作付面積が10ha以上の経営体の面積割合を都道府県別にみると、滋賀県は31％で全国
第８位。

○ また、同面積割合を５年前と比較すると、滋賀県は８ポイント上昇しており、全国第８位。
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面積割合の増減ポイントとの関係
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注：平成22年の家族経営体は販売農家の数値、組織経営体は農業経営体から販売農家を差し引いた数値とした。
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資料： 農林水産省農村振興局「都道府県別の田畑整備

状況（平成26年）」


